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第４８号 

三郷区 

▶ 表紙 令和３年度地域協議会活動報告会の開催案内／自主的審議事項「三郷地区公民館の整備について」  

▶ 裏面 令和４年度地域活動支援事業 

令和４年１月２５日に開催された第８回地域協議会において、「三郷地区公民館整備に

関する意見書」を取りまとめ、同日付けで市に提出しました。 

なお、意見書の主な内容は以下のとおりです。 

【意見書の要旨】 

○区内唯一の公の集会施設である三郷地区公民館を子どもから高齢者まで気軽に集まるこ

とができる地域コミュニティーの場として新築されることを提案する。 

○新築に長期的な時間を要する場合は、現代の公の施設では考えられない男女共用のトイレ

の解消など、施設設備の早期改善を要望する。 

 

 

 

 地域協議会の活動を地域の皆さんにお知らせするため、活動報告会を開催します。 

どなたでも参加できますので、多くの方のご参加をお待ちしています。 

記 

日時：令和４年３月１８日（金）午後６時３０分から 

会場：三郷地区公民館 ２階 集会室 

内容：令和３年度地域協議会の活動報告 

令和３年度地域活動支援事業の活動報告 

   令和４年度地域活動支援事業の概要説明 
 

※申し込みは不要です。 

※令和４年度の地域活動支援事業は、令和４年市議会３月定例会での予算成立を前提にし

た説明になります。 

南部まちづくりセンター 
〒943-0892 上越市寺町 2丁目 20番 1号 
（上越市福祉交流プラザ 3階） TEL：025-522-8831  

自主的審議 

三郷地区公民館の「新築」を提案 

市に意見書を提出 
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【安全・安心な地域づくりに関する事業】 

 

 

 

【地域資源の活用を図り、地域への愛着を深める事業】 

 

【住民の交流を活発にする事業】 【住民の交流を活発にする事業】 

地域活動支援事業とは？ 

身近な地域における課題の解決や、地域をもっと住みよく、もっ

と元気にするための活動（事業）に対して、市が補助金を交付する

制度です。 

この地域活動支援事業を活用して、まちづくり活動に取り組んで

みませんか。 

提案にあたっての事前相談など、お気軽に南部まちづくりセンタ

ーまでお問い合わせください。 
※事業の実施は、令和４年市議会３月定例会で議決後、正式決定となります。 

※詳しい内容は、後日に全戸配布する『募集要項』でお知らせします。 
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